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議
案
第
百
六
号 

 フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除
染
、
再
除
染
の
基
準
の
明
確
化
及
び
制
度
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
七
年
六
月
十
五
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福
島
市
議
会
議
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佐 
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一 
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提 

出 
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東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 
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京 
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あ 

て 

（
別
紙
） フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除
染
、
再
除
染
の
基
準
の
明
確
化
及
び
制
度
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書 

 

福
島
市
で
は
、
一
日
も
早
く
市
民
の
不
安
を
解
消
す
る
た
め
、
市
が
主
体
と
な
り
市
内
全
域
で
放
射
性
物
質
の
除
染
を
進
め
て
き
た
が
、
除
染
を
行
っ
た
地
区
に
お
い
て

も
、
国
が
除
染
実
施
区
域
の
基
準
と
す
る
毎
時
〇
・
二
三
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
て
い
る
場
所
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
所
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
引
き
続
き
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除
染
、
再
除
染
を
行
う
必
要
が
あ
る
。 

国
で
は
除
染
の
効
果
に
つ
い
て
、
面
的
に
維
持
さ
れ
る
と
し
て
基
本
的
に
再
度
の
面
的
除
染
を
実
施
し
な
い
が
、
除
染
効
果
が
維
持
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
確
認
さ
れ
た

場
合
に
は
、
個
々
の
現
場
の
状
況
に
応
じ
た
原
因
把
握
を
行
い
、
合
理
性
や
実
施
可
能
性
を
判
断
し
た
上
で
、
必
要
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除
染
の
実
施
が
可
能
で
あ
る
と
の

見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除
染
、
再
除
染
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
現
在
、
そ
の
都
度
国
と
協
議
し
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
除
染
の
推
進
に

お
け
る
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
お
り
、
本
市
除
染
作
業
の
迅
速
な
対
応
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除
染
、
再
除
染
の
基
準
を
早
期
に
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
市
町
村
で
そ
の
基
準
に
基
づ
き
迅
速
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除

染
、
再
除
染
の
実
施
が
可
能
と
な
る
制
度
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
に
必
要
な
財
源
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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興

大
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（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
市
町
村
で
の
迅
速
な
除
染
を
推
進
す
る
上
で
必
要
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
除
染
、
再
除
染
の
基
準
の
早
期
明
確
化
と
市
町
村
で
の
迅

速
な
対
応
が
可
能
と
な
る
制
度
の
構
築
を
求
め
る
た
め
、
本
意
見
書
を
提
案
す
る
。 


